
保健福祉の情報をお伝えします

すこやかハート北九州

基本事項★掲載の情報は市のホームページ（アドレスは表紙参照）でもご覧になれます の記入方法は11ページを参照　★ ★時間は24時間表記 　＝開所時間　 ＝休所日♣ ♡
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て

わたしのわたしの

足立山：標高597.8ｍ
　　　　（小倉北区）　

◀65歳以上の人（第1号被保険者）の
　保険料はコチラ　

足立山からの夜景

　北九州では皿倉山が新日本三大夜景と言われるくらい、きれいな夜景を見ることが
できますが、小文字山、足立山からの夜景もとてもきれいで好きです。
　小学生の頃まで北九州に住んでおり、その後は引っ越しや就職で福岡を離れました
が、2年くらい前に小倉に単身赴任。約40年ぶりの北九州。
　登山が好きで各地の山々を登っているわたしですが、北九州に戻ってきてまず初め
に登った山が足立山でした。家からも近く、適度な標高、距離もあり、遠くに行けない
時はよく小文字山、足立山に登って景色を眺めます。頂上から、きれいになった小倉の
街が一望できるところが好きです。特に夕陽と夜景は最高です。
　北九州にいる間は何度も足を運びたいと思います。

　北九州では皿倉山が新日本三大夜景と言われるくらい、きれいな夜景を見ることが
できますが、小文字山、足立山からの夜景もとてもきれいで好きです。
　小学生の頃まで北九州に住んでおり、その後は引っ越しや就職で福岡を離れました
が、2年くらい前に小倉に単身赴任。約40年ぶりの北九州。
　登山が好きで各地の山々を登っているわたしですが、北九州に戻ってきてまず初め
に登った山が足立山でした。家からも近く、適度な標高、距離もあり、遠くに行けない
時はよく小文字山、足立山に登って景色を眺めます。頂上から、きれいになった小倉の
街が一望できるところが好きです。特に夕陽と夜景は最高です。
　北九州にいる間は何度も足を運びたいと思います。 投稿者A．Kさん（小倉南区）7月15日号のプレゼントや応募方法は

11ページで紹介しています。

夕暮れの小倉の街夕暮れの小倉の街

♥広報室広報課 ☎582・2236

♥住所地の区役所
「高齢者・障害者相談」コーナーへ
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■令和3年度からの65歳以上の介護保険料

第１段階
80万円以下

基準額×0.３ 2万3540円
(月額約1970円)

3万5310円
(月額約2950円)
5万4930円

(月額約4580円)
7万630円

(月額約5890円)
7万8480円
(月額6540円)
8万6320円

(月額約7200円)
9万250円

(月額約7530円)
9万4170円

(月額約7850円)

9万8100円
(月額約8180円)
11万7720円
(月額9810円)

14万1260円
(月額約1万1780円)

16万880円
(月額約1万3410円)
16万8730円

(月額約1万4070円)

基準額×0.45

基準額×0.7

基準額×1.1

基準額×1.15

基準額×1.2

基準額×1.25

基準額×1.5

基準額×1.8

基準額×2.05

基準額×2.15

基準額×0.9

基準額　

120万円超

80万円以下

80万円超

80万円未満

80万円超
120万円以下

80万円以上
120万円未満
120万円以上
160万円未満

160万円以上
210万円未満
210万円以上
320万円未満
320万円以上
400万円未満
400万円以上
600万円未満

600万円以上

生活保護受給者など
老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税の人

段　階 対 象 範 囲 料 率 年間保険料

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

本
人
が
市
民
税
課
税

世帯全員が
市民税
非課税

世帯の中に
市民税課税
の人がいる

本人の令和2年の
「課税年金収入額」＋「介護保険
法施行令上の合計所得金額」－
「公的年金等に係る雑所得」で
算出した額が右記に該当する

本人の令和2年の
「介護保険条例上の合計所得金額」が
右記に該当する


